
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
七

月 曜 日

第
二
千
八
百
六
十
三
号

　

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

四
七

○
道
路
の
供
用
開
始
（
六
件
）	

四
七

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定	

四
八

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施	

四
九

○
換
地
計
画
の
適
当
決
定	

五
一

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定	

五
一

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

五
二

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

山
北
山
中
湖
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
宮
脇
一
九
五
二
番
一

地
先
か
ら

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
宮
脇
一
九
五
二
番
二

地
先
ま
で

旧

八
・
二
〜八
・
六

一
七
・
二

新

八
・
四
〜

一
二
・
四

一
七
・
二

山
梨
県
告
示
第
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

甲
府
市
川
三

郷
線

中
央
市
山
之
神
字
居
村
三
五
六
一

番
地
先
か
ら

中
央
市
臼
井
阿
原
字
上
河
原
五
九

番
三
地
先
ま
で

二
五
一
・
三

平
成
三
十
一

年
二
月
二
十

八
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

甲
府
南
ア
ル

プ
ス
線

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
字
今
岡

一
七
四
一
番
七
地
先
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
字
今
岡

一
七
四
五
番
三
地
先
ま
で

九
九
・
二

平
成
三
十
一

年
二
月
二
十

五
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
三
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

四
八

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

市
之
蔵
山
梨

線

山
梨
市
上
石
森
字
上
手
原
一
七
〇

番
一
地
先
か
ら

山
梨
市
上
石
森
字
上
手
原
一
四
三

番
一
地
先
ま
で

一
〇
〇
・
二

平
成
三
十
一

年
二
月
二
十

五
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	
長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

笛
吹
市
川
三

郷
線

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
下

川
字

地
蔵
堂
一
二
〇
番
一
地
先
か
ら

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
下

川
字

地
蔵
堂
一
四
七
番
一
地
先
ま
で

八
八
・
〇

平
成
三
十
一

年
二
月
二
十

七
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

折
門
古
関
線

南
巨
摩
郡
身
延
町
瀬
戸
字
白
子
一

六
五
番
一
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
瀬
戸
字
白
子
一

六
六
番
一
地
先
ま
で

一
九
・
八

平
成
三
十
一

年
二
月
二
十

六
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
九
号

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
入
川
一
七

三
五
番
一
地
先
か
ら

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
入
川
一
七

四
三
番
地
先
ま
で

九
二
・
六

平
成
三
十
一

年
二
月
二
十

五
日

山
梨
県
告
示
第
三
十
七
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

売
り
さ
ば
き
場
所

住　
　
　
　

所

氏　
　

名

指　

定　

年　

月　

日

都
留
市
上
谷
六
｜
九

｜
二
十
五　

セ
ブ
ン

｜
イ
レ
ブ
ン
都
留
文

大
通
り
店

都
留
市
田
原
三
丁
目

七
番
十
二
号

黒
部　

武
彦

平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

四
九

◉　

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
度
前

期
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

対
象
と
な
る

特
定
計
量
器

検
査
年
月
日　

検
査
時
間

検
査
会
場

区
域

実
施
機
関

非
自
動
は
か

り
（
計
量
法

施
行
令
（
平

成
五
年
政
令

第
三
百
二
十

九
号
）
第
五

条
第
一
号
又

は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。）、

分
銅
及
び
お

も
り

平
成
三
十
一
年

四
月
十
五
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
八
田

共
選
所

南
ア
ル
プ

ス
市

一
般
社
団
法

人
山
梨
県
計

量
協
会

平
成
三
十
一
年

四
月
十
六
日

同

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
在
家

塚
共
選
所

同

同

平
成
三
十
一
年

四
月
十
八
日

同

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
飯
野

支
所

同

同

平
成
三
十
一
年

四
月
十
九
日

同

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
ア
グ

リ
ガ
ー
デ
ン

北
部

同

同

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
二
日

同

同

同

同

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
三
日

同

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
西
野

共
選
所

同

同

平
成
三
十
一
年

同

同

同

同

四
月
二
十
五
日

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
六
日

同

南
ア
ル
プ
ス

市
役
所
甲
西

支
所

同

同

平
成
三
十
一
年

五
月
九
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
三
恵

共
選
所

同

同

同

午
後
一
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

南
ア
ル
プ
ス

市

安
交
流

促
進
セ
ン

タ
ー

同

同

平
成
三
十
一
年

五
月
十
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

Ｊ
Ａ
南
ア
ル

プ
ス
市
櫛
形

共
選
所

同

同

平
成
三
十
一
年

五
月
十
四
日

同

昭
和
町
中
央

公
民
館

昭
和
町

同

平
成
三
十
一
年

五
月
十
六
日

午
前
十
一
時
か

ら
午
後
三
時
ま

で

丹
波
山
村
役

場

丹
波
山
村

同

平
成
三
十
一
年

五
月
十
七
日

同

小
菅
村
役
場

小
菅
村

同

平
成
三
十
一
年

五
月
二
十
日

午
前
十
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

上
野
原
市
島

田
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ

上
野
原
市

（
旧
秋
山

村
を
除
く

同



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
〇

ー

。
）

平
成
三
十
一
年

五
月
二
十
一
日

午
前
十
時
半
か

ら
正
午
ま
で

Ｊ
Ａ
ク
レ
イ

ン
棡
原
支
店

同

同

同

午
後
一
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

上
野
原
市
役

所
西
原
出
張

所

同

同

平
成
三
十
一
年

五
月
二
十
三
日

午
前
十
時
半
か

ら
正
午
ま
で

上
野
原
市
役

所
甲
東
出
張

所

同

同

同

午
後
一
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

上
野
原
市
役

所
大
目
出
張

所

同

同

平
成
三
十
一
年

五
月
二
十
七
日

午
前
十
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

上
野
原
市
商

工
会
館

同

同

平
成
三
十
一
年

五
月
二
十
八
日

同

上
野
原
市
役

所
本
庁
舎

同

同

平
成
三
十
一
年

六
月
三
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

甲
斐
市
竜
王

武
道
館

甲
斐
市
（

旧
双
葉
町

を
除
く
。）

同

平
成
三
十
一
年

六
月
四
日

同

甲
斐
市
敷
島

総
合
文
化
会

館

同

同

平
成
三
十
一
年

六
月
六
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

中
央
市
立
玉

穂
総
合
会
館

中
央
市
（

旧
豊
富
村

同

を
除
く
。）

平
成
三
十
一
年

六
月
七
日

同

同

同

同

平
成
三
十
一
年

四
月
十
五
日
か

ら
平
成
三
十
二

年
三
月
三
十
一

日
ま
で
（
山
梨

県
の
休
日
を
定

め
る
条
例
（
平

成
元
年
山
梨
県

条
例
第
六
号
）

に
定
め
る
県
の

休
日
を
除
く
。）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
（
平

成
五
年
通
商

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。）

今
期
検
査

を
実
施
す

る
区
域
全

般

同

平
成
三
十
一
年

六
月
十
日
か
ら

平
成
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
で
、

個
別
に
県
が
指

定
す
る
日

同

個
別
に
県
が

指
定
す
る
場

所
（
平
成
三

十
一
年
六
月

七
日
ま
で
に

検
査
を
受
け

な
か
っ
た
場

合
に
限
る
。）

同

同

皮
革
面
積
計

平
成
三
十
一
年

六
月
十
日
か
ら

平
成
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日

ま
で
（
山
梨
県

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
第
三

甲
府
市
を

除
く
県
下

全
域

山
梨
県
計
量

検
定
所

　

五
〇



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
一

の
休
日
を
定
め

る
条
例
に
定
め

る
県
の
休
日
を

除
く
。）

十
九
条
第
一

項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

に
限
る
。）

　

備
考　

検
査
時
間
は
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。

◉　

換
地
計
画
の
適
当
決
定

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
杜
市
長
か
ら
認
可
申
請
の
あ
っ
た
農
業
基
盤
整
備
促
進

事
業
（
箕
輪
地
区
箕
輪
工
区
）
の
換
地
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被

告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	
長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
同
年
四
月
十
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
五
日
ま
で

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

市　
　

川　
　
　
　
　

満　
　

有
形
文
化
財
の
部

　

建
造
物

名　

称

員　

数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

浅
間
神
社
本

殿附　

棟
札
二

枚

一
棟

桁
行
三
間
、
梁
間
二

間
、
三
間
社
流
造
、

向
拝
三
間
、
檜
皮
葺

桁
行　

柱
真
々
四
・

三
八
メ
ー
ト
ル
、
梁

間　

身
舎
柱
真
々

二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
、

同　

背
面
身
舍
柱
よ

り
向
拝
柱
ま
で
真
々

四
・
三
六
メ
ー
ト
ル
、

円
柱
径
一
八
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

棟
札
（
本
殿
慶
長
一

八
年
造
立
棟
札
）

総
高
四
四
・
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
肩

高
四
二
・
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
上
幅
一

八
・
一
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
下
幅
一
九
・

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
厚
さ
二
・
一
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
尖

頭
釘
穴
一

棟
札
（
本
殿
宝
永
二

年
造
立
棟
札
）

総
高
五
一
・
一
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
肩
高

四
九
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
上
幅
一

八
・
九
セ
ン
チ
メ
ー

浅
間
神
社

南
都
留
郡
忍
野

村
忍
草
四
五
六

番
地

南
都
留
郡
忍

野
村
忍
草
四

五
六
番
地



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
二

ト
ル
、
下
幅
一
八
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
厚
さ
一
・
八
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
尖

頭
釘
穴
一

　

歴
史
資
料

名　

称

員　

数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

郷
民
擁
護
碑

及
び
丸
山
之

碑

二
基

郷
民
擁
護
碑　

高
さ

一
〇
九
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
幅
五
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
（
上
）、

七
三
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
（
中
）、
五
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
下
）、
厚
さ
三
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
最

厚
）、
一
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
（
最
薄
）、

安
山
岩
製

丸
山
之
碑　

高
さ
一

八
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
（
最
長
部
）、
幅

九
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
（
上
）、
一
〇
九

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
中
）、
七
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
（
下
）、

厚
さ
二
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
（
最
厚
）、

一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
（
最
薄
）、
安
山

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内

一
丁
目
六
番
一

号

甲
府
市
下
曽

根
町
字
山
本

（
甲
斐
風
土

記
の
丘
・
曽

根
丘
陵
公
園

内
）

岩
製

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
八
号

　

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委　

員　

長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦　
　

　

別
表
第
一
中

「

二
一
五

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
二
、
七
四
七

番
地
先
（
国
道
一
四
一
号
と
市
道

と
の
丁
字
路
交
差
点
）

駒
井
南

平
成
三
〇
年
一
一
月
五
日

告
示
第
一
三
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

」

を「

二
一
五

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
二
、
七
四
七

番
地
先
（
国
道
一
四
一
号
と
市
道

と
の
丁
字
路
交
差
点
）

駒
井
南

平
成
三
〇
年
一
一
月
五
日

告
示
第
一
三
八
号

二
一
六

甲
斐
市
大
下
条
一
、
六
〇
六
番
地

一
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
）

竜
王
駅
北

平
成
三
一
年
二
月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
五
一
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
一
五

削
除

南
甲
府

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
三

　

別
表
第
四
の
五
二
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
二
一

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
フ
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
三
五
三

番
地
先
（
上
り
上
岩
下

オ
フ
ラ
ン
プ
起
点
部
）

か
ら
山
梨
市
上
岩
下

三
〇
六
番
地
先
（
上
り

上
岩
下
オ
フ
ラ
ン
プ
終

点
部
）
ま
で
（
一
四
〇

メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

西
か
ら
東

へ
終
日

日
下
部

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
四
の
五
二
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
二
二

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
三
〇
三

番
地
二
先
（
下
り
上

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

部
）
か
ら
山
梨
市
上
岩

下
二
九
二
番
地
先
（
下

り
上
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ

終
点
部
）
ま
で
（
二
一

七
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

東
か
ら
西

へ
終
日

日
下

部

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
四
の
五
二
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
二
三

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
一
八
二

番
地
二
先
（
上
り
上

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

部
）
か
ら
山
梨
市
上
岩

下
一
三
七
番
地
先
（
上

り
上
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ

終
点
部
）
ま
で
（
一
六

〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

西
か
ら
東

へ
終
日

日
下
部

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
四
の
五
二
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
二
四

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
フ
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
二
一
三

番
地
一
先
（
下
り
上
岩

下
オ
フ
ン
ラ
ン
プ
起
点

部
）
か
ら
山
梨
市
上
岩

下
一
九
三
番
地
先
（
下

り
上
岩
下
オ
フ
ラ
ン
プ

終
点
部
）
ま
で
（
二
四

五
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

東
か
ら
西

へ
終
日

日
下
部

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
四
の
六
一
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
一
五

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

中
央
市
臼
井
阿
原
六
二

番
地
一
先
（
主
要
地
方

道
甲
府
市
川
三
郷
線
上

り
線
一
方
通
行
入
口
）

か
ら
中
央
市
臼
井
阿
原

一
、
五
七
七
番
地
七
先

（
主
要
地
方
道
甲
府
市

川
三
郷
線
上
り
線
一
方

通
行
出
口
）
ま
で
（
三

三
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

南
か
ら
北

へ
終
日

南
甲

府

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

六
一
六

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

中
央
市
山
之
神
三
、
五

六
〇
番
地
先
（
主
要
地

方
道
甲
府
市
川
三
郷

線
下
り
線
一
方
通
行
入

口
）
か
ら
中
央
市
臼
井

阿
原
六
二
番
地
一
先

（
主
要
地
方
道
甲
府
市

川
三
郷
線
下
り
線
一
方

通
行
出
口
）
ま
で
（
三

五
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

北
か
ら
南

へ
終
日

南
甲
府

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

六
一
七

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
六
五

番
地
五
先
（
市
道
田

富
西
通
り
線
上
り
線
一

方
通
行
入
口
）
か
ら
中

央
市
臼
井
阿
原
一
、
五

七
七
番
地
八
先
（
市
道

田
富
西
通
り
線
上
り
線

一
方
通
行
出
口
）
ま
で

（
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

南
か
ら
北

へ
終
日

南
甲

府

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

六
一
八

市
道

中
央
市
山
之
神
三
、
五

六
一
番
地
先
（
市
道
田

富
西
通
り
線
下
り
線
一

方
通
行
入
口
）
か
ら
中

央
市
臼
井
阿
原
三
六
番

地
二
先
（
市
道
田
富
西

通
り
線
下
り
線
一
方
通

行
出
口
）
ま
で
（
二
一

〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

北
か
ら
南

へ
終
日

南
甲
府

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
五
の
二
七
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
四

二
七
六

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二

〇
番
地
三
先
（
市
道

同
士
の
十
字
路
交
差

点
）

東
進
す

る
車
両

終
日

南
甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
六
の
五
〇
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
〇
〇

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
二
九

二
番
地
先
（
下
り
上

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
終

点
部
）

西
進
す

る
車
両

終
日

日
下
部

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
六
の
五
〇
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
〇
一

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
一
三

七
番
地
先
（
上
り
上

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
終

点
部
）

東
進
す

る
車
両

終
日

日
下
部

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

　

別
表
第
六
の
五
七
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
八
〇

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二

二
番
地
一
先
（
市
道

同
士
の
十
字
路
交
差

点
）

西
進
す

る
車
両

終
日

南
甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

五
八
一

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

中
央
市
臼
井
阿
原

一
、
五
七
七
番
地
八

先
（
主
要
地
方
道
甲

府
市
川
三
郷
線
上
り

線
と
市
道
田
富
西
通

り
線
上
り
線
と
の
合

流
部
）

北
進
す

る
車
両

終
日

南
甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
九
の
一
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
三

削
除

富
士

吉
田

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
九
の
一
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
六

削
除

富
士

吉
田

平
成
三
一
年
二

月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
の
一
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
九

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
横
根
町
五
六
九
番
地
先

一

甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
の
三
、
四
〇
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
四
〇
七

市
道

甲
府
市
千
塚
五
丁
目
四
番
一
二
号

先

二

甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
の
四
、
二
五
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
二
五
二

市
道

甲
斐
市
大
下
条
一
、
六
〇
六
番
地

一
先

四

韮
崎

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
の
五
、
二
六
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
、
二
六
二

主
要
地

方
道
甲

府
中
央

右
左
口

線

中
央
市
乙
黒
七
六
二
番
地
一
先

三

南
甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
の
五
、
四
九
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
五

五
、
四
九
一

県
道
鳴

沢
富
士

河
口
湖

線

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立

二
、
七
二
四
番
地
三
先

三

富
士
吉
田

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
の
五
、
五
八
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
、
五
八
四

市
道

甲
府
市
下
鍛
冶
屋
町
八
四
〇
番
地

先

一

南
甲

府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

五
、
五
八
五

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
一
九
四
番
地
先

一

日
下

部

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

五
、
五
八
六

村
道

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
九
九
六

番
地
先

一

富
士
吉
田

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
四
の
一
、
六
四
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六

四
九

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
フ
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下
三

五
三
番
地
先
（
上

り
上
岩
下
オ
フ
ラ

ン
プ
起
点
部
）

か
ら
山
梨
市
上
岩

下
三
〇
六
番
地
先

（
上
り
上
岩
下
オ

フ
ラ
ン
プ
終
点

部
）
ま
で

一
四
〇

自
動
車

四
〇

日
下
部

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号

別
表
第
十
四
の
一
、
六
五
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六

五
〇

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下

三
〇
三
番
地
二
先

（
下
り
上
岩
下

オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

部
）
か
ら
山
梨
市

上
岩
下
二
九
二
番

地
先
（
下
り
上
岩

下
オ
ン
ラ
ン
プ
終

点
部
）
ま
で

二
一
七

自
動
車

四
〇

日
下

部

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号

別
表
第
十
四
の
一
、
六
五
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六

五
一

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下

一
八
二
番
地
二

先
（
上
り
上
岩
下

オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

部
）
か
ら
山
梨
市

上
岩
下
一
三
七
番

地
先
（
上
り
上
岩

下
オ
ン
ラ
ン
プ
終

点
部
）
ま
で

一
六
〇

自
動
車

四
〇

日
下
部

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号

別
表
第
十
四
の
一
、
六
五
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
六

五
二

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

オ
フ
ラ

ン
プ
）

山
梨
市
上
岩
下

二
一
三
番
地
一

先
（
下
り
上
岩
下

オ
フ
ラ
ン
プ
起
点

部
）
か
ら
山
梨
市

上
岩
下
一
九
三
番

地
先
（
下
り
上
岩

下
オ
フ
ラ
ン
プ
終

点
部
）
ま
で

二
四
五

自
動
車

四
〇

日
下

部

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日

告
示
第
一

八
号

別
表
第
十
四
の
一
、
七
五
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
、
七

六
〇

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

中
央
市
山
之
神

三
、
五
六
〇
番
地

先
（
主
要
地
方
道

甲
府
市
川
三
郷
線

下
り
線
一
方
通
行

入
口
）
か
ら
中
央

市
臼
井
阿
原
六
二

番
地
一
先
（
主
要

地
方
道
甲
府
市
川

三
郷
線
下
り
線
一

方
通
行
出
口
）
ま

で

三
五
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。

）

四
〇

南
甲
府

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号

一
、
七

六
一

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原

六
五
番
地
五
先

（
市
道
田
富
西
通

り
線
上
り
線
一
方

通
行
入
口
）
か
ら

中
央
市
臼
井
阿
原

一
五
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。

）

四
〇

南
甲
府

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
六

一
、
五
七
七
番
地

八
先
（
市
道
田
富

西
通
り
線
上
り
線

一
方
通
行
出
口
）

ま
で

一
、
七

六
二

市
道

中
央
市
山
之
神

三
、
五
六
一
番
地

先
（
市
道
田
富
西

通
り
線
下
り
線
一

方
通
行
入
口
）
か

ら
中
央
市
臼
井
阿

原
三
六
番
地
二
先

（
市
道
田
富
西
通

り
線
下
り
線
一
方

通
行
出
口
）
ま
で

二
一
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。

）

四
〇

南
甲

府

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日

告
示
第
一

八
号

別
表
第
十
六
の
九
、
三
四
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
、
三
四
三

削
除

南
甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
九
、
六
三
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
、
六
三
六

削
除

南
甲
府

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
一
五
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
一
五
三

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

上
り
上

岩
下
オ

フ
ラ
ン

プ
終
点

部
）

山
梨
市
上
岩
下
三
〇
六
番
地
先

（
東
進
車
両
）

日
下
部

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
一
五
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
一
五
四

国
道
一

四
〇
号

（
西
関

東
連
絡

道
路
・

下
り
上

岩
下
オ

フ
ラ
ン

プ
終
点

部
）

山
梨
市
上
岩
下
一
九
三
番
地
先

（
西
進
車
両
）

日
下
部

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
一
八
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
一
八
二

削
除

北
杜

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
一
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
九
一
七

削
除

富
士
吉

田

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
五
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
九
五
八

削
除

北
杜

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
五
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
九
五
九

削
除

北
杜

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
六
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
九
六
〇

削
除

北
杜

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
号　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
七

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
七
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
一
、
九
七
二

農
道

北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
二
、
七
六

七
番
地
一
〇
先
（
農
道
と
市
道
と

の
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

北
杜

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

一
一
、
九
七
三

農
道

北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
二
、
七
六

七
番
地
四
先
（
農
道
と
市
道
と
の

十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

北
杜

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

一
一
、
九
七
四

町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳
町
四
四

三
番
地
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
南

ア
ル
プ
ス
富
士
川
線
と
町
道
と
の

十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

鰍
沢

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

一
一
、
九
七
五

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
二
、

六
九
七
番
地
先
（
町
道
同
士
の
丁

字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

鰍
沢

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

一
一
、
九
七
六

市
道

山
梨
市
上
神
内
川
一
九
四
番
地
先

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・

東
進
車
両
）

日
下
部

平
成
三
一
年
二
月

二
五
日

告
示
第
一
八
号

別
表
第
十
七
の
一
、
四
〇
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
、
四
〇
二

主
要
地

方
道
甲

府
市
川

三
郷
線

中
央
市
山
之
神

三
、
五
六
〇
番

地
先
（
主
要

地
方
道
甲
府
市

川
三
郷
線
下
り

線
一
方
通
行
入

口
）
か
ら
中
央

市
臼
井
阿
原
六

二
番
地
一
先

（
主
要
地
方
道

甲
府
市
川
三
郷

線
下
り
線
一
方

通
行
出
口
）
ま

で

三
五
〇

車
両

終
日

南
甲
府

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号

一
、
四
〇
三

市
道

中
央
市
臼
井
阿

一
五
〇

車
両

終
日

南
甲

平
成
三
一

原
六
五
番
地
五

先
（
市
道
田
富

西
通
り
線
上
り

線
一
方
通
行
入

口
）
か
ら
中
央

市
臼
井
阿
原

一
、
五
七
七
番

地
八
先
（
市
道

田
富
西
通
り
線

上
り
線
一
方
通

行
出
口
）
ま
で

府

年
二
月
二

五
日
告
示
第
一

八
号

一
、
四
〇
四

市
道

中
央
市
山
之
神

三
、
五
六
一
番

地
先
（
市
道
田

富
西
通
り
線
下

り
線
一
方
通
行

入
口
）
か
ら
中

央
市
臼
井
阿
原

三
六
番
地
二
先

（
市
道
田
富
西

通
り
線
下
り

線
一
方
通
行
出

口
）
ま
で

二
一
〇

車
両

終
日

南
甲

府

平
成
三
一

年
二
月
二

五
日

告
示
第
一

八
号



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
三
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平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日

五
八


